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令和３年度第２回横須賀市再犯防止対策連絡会議 会議録（要旨） 

 

１ 日時   令和４年１月 19日（水）10時から 

 

２ 場所   横須賀市役所 301会議室 

 

３ 出席者 

委員  18名中 14名出席 

関係者 横浜保護観察所１名出席 

事務局 横須賀市市民部長、市民生活課職員２名 

 

４ 資料 

資料１ 横須賀市再犯防止対策連絡会議 委員名簿 

資料２ 横須賀市再犯防止対策連絡会議 設置要綱 

資料３－１ 再犯防止等の推進に関する法律に基づく推進計画の策定に係る方向性につ 

いて 

資料３－２ 横須賀市地域福祉計画（抜粋版） 

資料３－３ 【参考】座間市地域福祉計画(抜粋版) 

資料４－１ 今後の会議の進め方について（方針案） 

資料４－２ 課題別の分科会設置に関する意見 ※第１回会議 意見照会時 

資料４－３ 横須賀市再犯防止対策連絡会議 担当分科会(案) 

 

５ 委員提供資料 

「更生保護～地域社会とともに歩む～」 

「保護司というボランティア」 

 

６ 議事 

設置要綱の規定により市民生活課長が座長に就任。あいさつののち、職務代理者を指名

し、会議の原則公開を確認して議事に移った。 

 

（１）計画策定の方向性について 

事務局から、資料３－１から３－３に沿って、国・神奈川県・本市のこれまでの経緯、

県内市町村の再犯防止推進計画策定状況、本市の再犯防止推進計画の考え方として、横

須賀市地域福祉計画に包含して策定したいこと、令和６年度からの次期地域福祉計画の

改訂に合わせて、今よりも厚みのある記載を行うとともに、再犯防止推進法第８条第１

項にいう地方計画である旨の明記を行いたいこと、策定にあたっては、委員の助言を踏

まえ事務局で案を作成し、地域福祉計画の作成元である福祉部や、社会福祉協議会など

とも綿密に協議・検討を進めていきたいこと等について説明。 

 

（２）情報交換 

ア 横浜保護観察所 

５の委員提供資料について説明。 
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・更生保護に関する保護観察、生活環境の調整、犯罪予防活動等の取組みは、国の

機関、保護観察所だけで成しうるものではなく、地域の民間団体の方々に多大な

お力添えをいただいている。中核を担っていただいているのが保護司である。 

・保護司は適任者の確保が全国的な問題となっている。再犯防止の取組みとして、

保護司適任者の確保の支援を何らかの形で盛り込んでいただけるとありがたい。 

（ア）事務局から 

   本市では、今年度から市職員の定年退職予定者あてに、保護司募集に関する

チラシの配布を始めた。今後は庁内の電子掲示板なども活用して、市職員に保

護司の活動をＰＲし、担い手を呼びかける取組みを続けていく。 

（イ）横須賀保護司会から 

   県下で最も保護司の減少率が高く、会内の会議においても常に議題にあげて

検討している。退任保護司が後任を探してくるのが今までの原則だったが、そ

れも困難になってきた。今後は地域の町内会・自治会や学校を訪問し、保護司

の制度のＰＲや適任者の確保について強力に進めていきたい。 

 

イ 横須賀公共職業安定所 

横須賀刑務支所及び久里浜少年院との連携事業について説明。 

・保護観察所からの就労支援依頼があった刑余者で、入所履歴を開示して求職活動

を希望する方の就労支援を行っているほか、横須賀刑務支所内に非常勤職員（就

労支援ナビゲーター）が常駐し、相談業務等の就労支援を行っている。久里浜少

年院については、依頼の都度、日時を調整、訪問をし、就労支援を実施した。 

・令和２年度は、新型コロナの影響により刑務支所常駐支援を休止した時期があっ

た。令和３年度も相談業務や求人状況に影響が出ているが、刑務支所の感染防止

対策のもと、就労支援を実施することができている。 

・昨年度から協力雇用主とは刑務支所とのオンライン面接になった。直接会ってい

ないことによる不便等もあるが、広範囲の事業所とやり取りできるというメリッ

トもある。 

・就労支援での課題として住所の確定があるが、保護観察所、協力雇用主、各自治

体、民間団体の協力を得て、寮の提供など住居の確保に努めている。 

・ここ数年、協力雇用主が増えており、全国のハローワークから週に数社は受刑者

対象の求人が届いている。 

 

（３）今後の会議の進め方について 

事務局から、資料４－１、４－２に沿って、今年度第１回会議議題「課題別の専門分

科会の設置」についての意見照会結果及び委員意見を説明のうえ、意見照会結果を基に

事務局で検討した資料４－３の設置分科会案及び割り振り案を提示、説明。 

 

【主な質疑等】 

・担当分科会について意見がなかったため、案のとおり進めていきたい。 

・分科会と全体会は同日に開催したい。 

・分科会での議論は、全体会にフィードバックをしていくことを考えている。 

・庁内庁外を問わず、議案にかかわる団体等から意見をいただいたり、資料の提供を受

けたりというように進めていきたい。 
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【閉会・事務連絡】 

令和４年度 第１回会議については、６月か７月頃の開催を予定している。開催日時は、

追って調整する。 


